
平成３０年１月１８日 

まちづく り委員会資料 

所管事務報告 
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２．方針策定のポイント

（ １） 背景と課題

・ 今後の少子高齢社会の到来を見据えると、市民の身近な日常生活が、住まい

を起点に近隣地域から身近な駅周辺など鉄道に沿ったエリア（ 行動圏）で展

開していることから、鉄道を主軸とした、「 身近な地域が連携した沿線まち

づく り」 の考え方が重要となってきている。

・ 南武支線沿線地域は、古くから市街地が形成されたため、住民の高齢化率が

高く 、すでに人口減少が発生しており、「 地域の活力低下」 が懸念される。

・ 地域の大半は戦災復興区画整理がなされていないことから、狭あい道路や老

朽木造建築物が多いなど、「 住環境や防災の面で課題」 を抱えており、小田

周辺地区を平成29年3月に不燃化重点対策地区に位置付け、「 密集市街地の

改善」 に向けた取組を進めている。

・ Ｊ Ｒ南武支線は、輸送力が小さく利便性が低いことから、沿線の居住者や臨

海部に勤務する人の利用率が極めて低い状況である。一方、市と JR東日本

が包括連携協定を結び、平成28年3月に「 小田栄駅が設置」 された。

・ 沿線地域の持続的な発展に向けては、「 まちの魅力向上」 と「 鉄道軸の強化」

を連携させた取組が必要となっている。

（ ２） 目的

・ 本方針は、沿線地域の持続的な発展を図るため、市民・ 事業者・ 行政がめざ

すべき将来像（ ３０年後を展望） を共有し、沿線地域の魅力の向上と鉄道軸

の強化などを協働で実現していく ために定める。

・ 社会情勢の動向に応じ、概ね10年を目処に方針の見直しを検討する。

（ ４） 位置付け

・ 本方針は、今後、改定する都市計画マスタープラン川崎区構想に反映していく ことを前提に、対象区域全般の

まちづく りの取組方針を示すとともに、重点的・ 戦略的な取組や箇所を示し、機動的にまちづく りを推進する。

・ 駅を中心にゾーニングを行い、沿線全体及び各ゾーンにおいて、まちづく りのきっかけとなる「 重点的取組」

を設定し、沿線地域の喫緊の課題である密集市街地を抱える小田周辺戦略エリアは、「 戦略的取組」を設定する。

・ 不燃化重点対策地区の不燃化推進の取組に加え、避難路や消防活動に資する地区主要道路などの機能強化とと

もに、都市計画道路（ 富士見鶴見駅線） の空間確保による延焼遮断帯の形成をめざす。

・ 密集市街地の改善促進に資するまちの魅力向上に向け、南部防災センターや多目的広場などの公共空間の有効

活用により、にぎわいの創出や地域交流の活性化などの取組を推進する。

南武支線沿線まちづく り方針（ 案） の概要 

（ １） めざす将来像「 地域と未来をつなぎ、発展を続ける、安全・ 安心な誰もが暮らしやすいまち」

（ ２） 基本目標「 まちの魅力向上と鉄道軸の強化などの取組による沿線地域の持続的な発展」

（ １） まちづく りの基本方針

駅を中心とした住みやすく暮らしやすいまちづく り【 土地利用】  

交通利便性の高い、誰もが移動しやすいまちづく り【 交通体系】  

環境にやさしく 、地域交流を促進するうるおいづく り【 環境】  

燃えにく く 、避難しやすい安全・ 安心なまちづく り【 防災】  

地域住民との協働による地区まちづく り【 協働】  

○道路分布及び宅地開発の状況

○ 人口増加・ 減少地区

○高齢化率
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土地区画整理事業 

（ ２ ） まちづく り方針図 （ ３） 重点的取組

資 料 １  

１．まちづく り方針について ３．まちづく りの理念

４．まちづく り方針

（ ３） 対象区域

南武支線沿線地域全体

・ 地域住民の暮らしを支える身

近な駅周辺まちづく りの推進

・ 交通利便性の向上に向けた、

鉄道利用促進や川崎アプロー

チ線整備の取組推進

即す 

整合 

整合 

即す 

即す 

川崎市都市計画

マスタープラン

・ 全体構想

・ 区別構想 

土地利用の規制・ 誘導 住民主体のまちづく り

都市再開発の方針

住宅市街地の開発

整備の方針 

防災街区整備方針

都市計画区域の整
備、開発及び保全
の方針 

住宅基本計画 

地域福祉計画 

総合都市交通計画 

環境基本計画 

緑の基本計画 

防災都市づく り基本計画
臨海部ビジョン 

資産マネジメントカルテ

地域包括ケアシステム

関

連

計

画

そ
の
他

即す 

整合 整合 

南武支線沿線まちづく り方針

川崎市総合計画

都市計画事業等

八丁畷駅周辺ゾーン

・ リノベーションまちづく りな

どによるにぎわいの再生

・ 歩行者の安全性確保などの駅

周辺の交通環境の改善

・ 社会福祉機能の強化と周辺環

境の魅力向上

小田栄・ 川崎新町周辺ゾーン

・ 建物の不燃化や狭あい道路改

善など住環境の改善

・ 公共空間や遊休不動産を活用

した地域交流の場の形成

・ 子育て環境の充実や高齢者の

健康増進など地域の活性化

・ 地域間の交流を促進し、延焼

遮断機能を有する地域連携軸

の構築

浜川崎駅周辺ゾーン

・ 臨海部の新たな戦略拠点とし

ての南渡田地区の拠点整備の

推進

・ 臨海部交通ネットワークを支

える交通結節機能の強化

・ 企業等との連携による緑の創

出など働きやすい環境づく り

小田周辺戦略エリア 浜川崎駅周辺ゾーン

「 産業活動を牽引する臨海エリアと

居住地をつなぐ都市拠点づくり」

小田栄・ 川崎新町周辺ゾーン

「 新たな魅力創出による誰もが

快適で住みよい地域づく り」

八丁畷駅周辺ゾーン

「 南武支線・ 臨海エリアの玄関口と

なる活気あふれる顔づく り」  



小田周辺戦略エリアは、密集市街地の課題を抱えており、地域住民の高齢化・ 人口減少などにより「 活力低下が懸念」

されていることから、防災まちづく りをきっかけに「 住環境の改善」 や「 地域の活性化」 などの効果的・ 効率的な取組を

行い、複数施策が連担した短中期的な「 戦略的取組」 を推進する。 

地区主要道路の強化建築物の不燃化推進

○密集市街地が抱える課題

住宅が密集し、空間が不足 老朽木造賃貸住宅が多い  建物倒壊による道路閉塞  消防車両の通行困難    狭あい道路が多く存在 

防災空地の創出

「 住環境の改善」       「 地域の活性化」  

⇒  老朽建築物の除却 不燃化建替え 

延焼遮断帯の形成に向けた空間確保

延焼遮断帯の形成による効果イメージ 

生活道路等の拡幅促進と沿道の不燃化促進 ⇒  老朽建築物の除却 防災空地の創出 

地域コミュニティの場の形成

防災空地や身近な公園の活用イメージ例 

地域交流拠点の形成

多世代交流（ 子育て・ 健康増進） の活性化 

地域交流核の形成に向けた共同化促進

建築物の共同化、駅周辺の交通環境の改善 

○小田周辺戦略エリアの取組イメージ

（ １） 建築物の不燃化等の推進

・ 不燃化推進条例と補助制度により、 「 老朽建築物の除却」 や「 耐火性

能に優れた建築物への建替え」 を『 面』 で促進

・ 避難路としても有効となる 「 地区主要道路」 を『 線』 として、沿道建

築物の建替え等を積極的に促進 

・ 地区内に点在する「 老朽空き家」 は、地区内の分布状況を把握し、『 点』

としての除却や建替え等による課題解消を誘導 

・ 駅周辺等において、共同化建替え事業の創出に向けた民間事業の誘導 

多目的広場周辺 

（ ２） 道路機能の強化

・ 避難路や消防活動の重要性が高いと考えられる 「 地区主要道路」 は、ミニ延

焼遮断帯として道路幅員６ｍへの一部拡幅をめざす

・ 避難経路や緊急車両の進入経路の強化に向け、「 地区内生活道路」は、補助対象

路線の拡大を検討しつつ、補助制度の活用により道路拡幅を促進 

・ 広域的な火災延焼を遮断する機能確保のため、 都市計画道路（ 富士見鶴見駅

線） は、将来的な整備実現に向け、空間確保による延焼遮断帯の形成をめざす

（ ３） 公園・ 空地の確保

・ 公共空間が少ない地域を中心に、民有地を期間限定で公共的に有効活用する 

「 防災空地の創出」 を推進

・ 身近な公園等は、防災機能の導入を検討し、防災上有効な空間確保に努める 

・ 都市計画道路の予定地等においては、暫定的な広場の新設等をめざす 

（ ５） 駅へのアクセスの改善

・ 駅前空間の魅力向上や地域交流拠点とのアクセスを良好にするほか、駐輪場整

備などの取り組みにより、駅へのアクセスの改善をめざす 

（ ６） 協働による地区まちづく り

・ 密集市街地の改善に向けて、行政と町内会・ 商店会などが連携し、地域住民と

の協働によるまちづく りを重点的に推進し、地域防災力の向上をめざす 

地区主要道路 

防災空地の創出 

南部防災センター 

・ 平成３０年３月 南武支線沿線まちづく り方針策定について公表・ 周知 

・ 平成３１年３月 南武支線沿線まちづく り方針に基づく小田周辺戦略エリア整備プログラムの作成 

 密集市街地の改善を効果的に促進させる南部防災センターの土地利用方針の立案 

（ ４） 公共空間（ 南部防災センター等） の有効活用

・ 低未利用な状況にある南部防災センターは、密集市街地の

改善を効果的に促進させる土地利用方針を立案し、地域の

活性化に資する取組を推進 

・ 多目的広場（ 渡田雨水滞水池や消防公舎の空地） などの

公共空間は、民間活力により、にぎわいの創出や地域交流

を活性化させるなど、更なる魅力向上に向けた取組を推進

地域防災活動のイメージ 

５．戦略的取組の方向性 ６．戦略的取組の概要

７．今後の主なスケジュール

建替前 建替後 拡幅前 拡幅後 整備後

整備後

不燃化推進条例 

建替え時 

の規制 



「 南武支線沿線まちづくり方針（ 案）」 について御意見を募集します

１ 意見募集期間

平成３０年１月１９日（ 金） から平成３０年２月１９日（ 月） まで 

 ※消印有効

２ 閲覧場所

（ １） まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課（ 明治安田生命ビル8 階）  

（ ２） かわさき情報プラザ（ 川崎市役所第3 庁舎２階）、各区役所市政資料コーナー 

※川崎市ホームページでも内容をご確認いただけます。 

３ 意見の提出方法

御意見、住所、氏名、電話番号を記入し、次のいずれかの方法により提出してください。なお、様式

は自由ですが、別添の意見書も御活用いただけます。 

（ １） 郵送又は持参 〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町６番地 

           川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課（ 明治安田生命ビル８階） 

（ ２） FAX     ０４４－２００－３９６７ 

（ ３） 電子メール  市ホームページのパブリックコメント専用ページから所定の方法により送信 

  （ http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/50-10-0-0-0-0-0-0-0-0.html）  

４ その他

  お寄せいただいた御意見は、個人情報を除き、類似の内容を整理又は要約したうえで、御意見とそれ

に対する本市の考え方を取りまとめてホームページ等で公表する予定です。 

         《 問い合わせ先》  

川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課  

TEL ０４４－２００－２７０７ 

南武支線沿線地域は、古くから市街化されたことから、高齢化や人口減少によって、将来の「 地域

の活力低下」 が懸念されます。また、地域の大半は戦災復興区画整理がなされておらず、住環境や防

災面の課題を抱えていることから、火災延焼リスクの高い小田周辺地区については、不燃化重点対策

地区に位置付け、密集市街地の改善に向けた新たな取組を進めているところです。 

JR南武支線については、沿線の居住者や臨海部に勤務する人の利用割合が低い状況にありますが、

市と JR東日本が包括連携協定を締結し、平成28年3月には小田栄駅が設置されるなど、利便性の向

上に向けた取組が行われています。 

そこで、密集市街地の新たな取組や小田栄駅の設置を契機に、沿線地域の持続的な発展に向け、に

ぎわいの創出や防災性の向上、住環境の改善などを図り、身近な地域が連携した住みやすく暮らしや

すいまちづくりを推進するため、「 南武支線沿線まちづくり方針（ 案）」 を策定しました。 

本方針をより良いものとするため、市民の皆様からの御意見を次のとおり募集します。 

※  意見書の住所、氏名、及び電話番号は、意見内容を確認させていただく場合があるため、記載を

お願いするものです。他の目的に利用せず、適正に管理します。 

※   電話や来庁による口頭での御意見はお受けできませんので御了承ください。 

※  意見を提出できる方は、市内に在住、在勤、在学の方、または、この案件の内容に利害関係のあ

る方とさせていただきます。（ 個人、団体を問いません）  

資 料 ２ 


